
第３６８回 役員会 議事録 
 

 日 時：令和８年２月２６日（木） 
                                 １０時２０分～１０時２６分

                              場 所：学長室（本部棟２階） 
 
出席者 
    学長（議長）  梅原             
    理 事    泉、蛯名、鎌塚、常岡 
   陪 席    田名部（副学長）、四方（副学長）、田中（副学長）、木村（副学長）、藤井（監事） 

        
議 事 
 
Ⅰ 議事録確認 
   第３６７回役員会議事録（案）（資料１）について、原案のとおり確認した。 
 
Ⅱ 審議事項 

１．ダイバーシティ戦略推進機構の設置について 
  理事（総務・評価・人事担当）から、資料２に基づき、ダイバーシティ戦略推進機構の設置につ

いて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 
 
２．初等中等教育推進本部の設置について 
  理事（総務・評価・人事担当）から、資料３に基づき、初等中等教育推進本部の設置について説

明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 
 
３．インターセクショナル・イノベーション実践センターの設置について 
 理事（総務・評価・人事担当）から、資料４に基づき、インターセクショナル・イノベーション

実践センターの設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 
 
４．横浜国立大学初等中等教育推進本部規則等の制定（案）について 
  理事（総務・評価・人事担当）から、資料５～資料５－２に基づき、横浜国立大学初等中等教育 

推進本部規則等の制定（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 
 
５．横浜国立大学総合学術高等研究院規則の一部を改正する規則（案）について 

  理事（総務・評価・人事担当）から、資料６～資料６－１に基づき、横浜国立大学総合学術高等 

研究院規則の一部を改正する規則（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され 
た。 

 
６．横浜国立大学地域連携推進機構規則の一部を改正する規則（案）について 

  理事（総務・評価・人事担当）から、資料７～資料７－３に基づき、横浜国立大学地域連携推進 

機構規則の一部を改正する規則（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され 
た。 

 
以上 


